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小平アクティブプラン２１(第三次小平市男女共同参画推進計画)対応表

小平アクティブプラン２１
（平成29(2017)年度～令和３(2021)年度）

【国】第５次男女共同参画基本計画
（令和２年１２月２５日閣議決定）

男女共同参画推進に関する
市民意識・事業所実態調査（令和２年）

◆ 教育について

―問16 男女平等教育を進める上で重要なこと 能力と適正に合わせた指導、男女平等意識

Ⅰ

あ

ら

ゆ

る

分

野

に

お

け

る

女

性

の

参

画

拡

大

Ⅱ

安

全

・

安

心

な

暮

ら

し

の

実

現

Ⅰ

男
女
共
同
参
画
に
よ
る
ワ
ー
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ラ
ン
ス
（仕
事
と
生
活
の
調
和
）の
実
現

①ワーク・ライフ・バランスの意識啓発と情報提供

１ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

③男性の地域活動参加の推進

①ライフスタイルの多様化に対応した就業、子育て、介護

２ 仕事と生活の両立の支援

②男性の家庭参加（家事、育児、介護等）の推進 重点!!

Ⅱ

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る

男
女
共
同
参
画
と
女
性
活
躍
の
支
援

①女性の就業・活躍の支援 重点!!

１ 女性の職業生活における活躍支援

②あらゆる分野における女性活躍に向けた現状把握

①市役所における女性活躍の推進

２ 政策・方針決定過程への男女共同参画

②委員会・審議会における男女共同参画の推進

Ⅲ

さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
抱
え
る
方
に
と
っ
て
の

安
全
・安
心
な
暮
ら
し

①健康保持、健康づくりへの支援

２ 女性の生涯にわたる健康施策の推進

②妊娠、出産等に関する健康支援

①生活困窮者やひとり親家庭等への支援の充実

１ さまざまな困難を抱える人々の安全な暮らしへの

環境整備

②高齢者、障がい者、外国人等が安心して暮らせる環境

の整備

①配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止と被害者支援の充

実 重点!!

Ⅳ

男
女
共
同
参
画
の
推
進
体
制
の
強
化
と

環
境
の
整
備

①男女共同参画の視点による災害に強い地域づくり

１ 男女共同参画社会の実現に向けた環境の整備

②男女共同参画の視点に立った表現の浸透

①男女共同参画に基づく小平市男女共同参画推進条例

の啓発・推進

２ 男女共同参画の推進体制の整備・強化

②市役所内の連携と市内外関係機関との連携強化

◆ 家事・育児・介護について

◎△問３ 男女の役割分担 理想:↑、現状↓

◎問４ 家事・育児・介護に携わる1日あたりの時間

女性:3～5時間未満↓,男性:0~15分未満↓

◆ 人権について

―問17 過去５年間に職場・学校・地域などでセクシュアル・ハラスメントを受けた経験の有無

―問18 「デートＤＶ」の認知度 認知度46.5%(18~29歳:57.5%)

◎問19 暴力の認識 「平手でうつ」59.7%⇒79.5%↑

△問20 ＤＶ被害経験 DV 被害経験がある:5.0%⇒6.2%↑

△問20-1 相談経験有37.7％⇒33.2％↓、女性:54.3％⇒42.9％↓、男性:9.6％⇒18.4％↑

―問20-2 相談相手 友人・知人、家族・親族、同じような経験をした人、公的な窓口・電話相談

―問20-3 相談しなかった理由 相談する程でない52.2％⇒

◎問21 相談機関や施設の認知度 相談先を知らない:10.1%⇒9.5%↓

―問22 ＤＶの防止や対策のために必要な事業 被害者の安全を守る施策の充実

◎問23 性的マイノリティの認知度 言葉も内容も知っている:70.3%

―問24 性的マイノリティの人権を守るために必要な対策 学校での教育、法制度の整備

▼第１０分野

教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進

▼第２分野

雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和

▼第３分野

地域における男女共同参画の推進

▼第６分野

男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対す

る支援と多様性を尊重する環境の整備

▼第７分野

生涯を通じた女性の健康支援

▼第１分野

政策・方針決定過程への女性の参画拡大

▼第９分野

男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備

▼第３分野

地域における男女共同参画の推進

▼第８分野

防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進

▼第４分野

科学技術・学術における男女共同参画の推進

▼第１１分野

男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献

該当無し

◆ ワーク・ライフ・バランスについて

◎問11 「仕事」「家庭生活」「個人の生活」の優先度（理想・現状） 理想↑,現状↑

(8.1Pt,1.1Pt)

―問12 ワーク・ライフ・バランス実現のための効果的な施策 保育所・介護施設の環境整備

―問13 同居の子どもの有無

―問13-1 一番低年齢の子どもの成長段階 中学生以下の子どもがいる世帯 59％

◎問13-2 育児休業の取得状況 男性21.4%⇒25.0%↑(3.6Ｐｔの増)

―問13-3 育児休業の取得意向 女性84.2％、男性31.8％

―問13-4 育児休業を取得しなかった（しない）理由 退職、職場へ迷惑

―問14 育児休業を取得しやすくするために必要なこと 上司の理解、職場の理解

―問15 介護経験 女性25.3％、男性13.8％

―問15-1 要介護者との関係

―問15-2 介護時期

◎問15-3 介護休業の取得状況 4.5%⇒5.3%（0.8Ｐｔの増）

―問15-4 介護休業を取得しなかった理由 制度がない、他に介護してくれる人がいた

◆ 小平市の男女共同参画に関する施策について

〇問26 市が取り組んでいる男女共同参画施策の認知度 条例認知度:3.4%⇒6.9%↑

事 職場のハラスメントについて

問９ 問題になったハラスメント パワハラ、セクハラ、モラハラ

〇問10 ハラスメント防止等の取組状況 42.2%取組済 （44.7%）

―問10-1 ハラスメントの防止するための具体的な取組

―問10-2 相談窓口 相談窓口設置、規則で明文化

―問10-3 相談件数

―問10-4 ハラスメントを防止する対策に取り組んでいない理由 職場内で発生していない

▼第５分野

女性に対するあらゆる暴力の根絶

３ あらゆる場での男女共同参画意識の醸成

①地域生活における男女共同参画の推進

②学校教育における男女共同参画の推進

３ 女性に対するあらゆる暴力の根絶のための施策の

推進（配偶者暴力の防止及び被害者保護等のための計

画）

②ハラスメントやストーカーへの対策

③相談機能の一層の充実

▼第１０分野

教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促

進
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◆ 男女共同参画意識について

◎問１ 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方 反対:40.9→65.5%↑

△問２ 男女の立場 男性優遇:家庭、職場、政治、社会通念・慣習・しきたり、社会全体↓

◆ 女性活躍推進について

―問25 政策や方針の決定過程に女性の参画が少ない理由

◆ 地域活動・防災について

△問６ 現在行っている地域活動、今後行いたい地域活動 参加の割合:73%⇒60.3%↓

―問７ 地域活動に参加するために必要な環境や条件 (12.7Ｐｔの減)

―問８ 男女共同参画の視点を活かした防災対策のために必要な取組 備蓄品

事 行政のワーク・ライフ・バランス施策について

―問21 ワーク・ライフ・バランスを進めるにあたり行政に支援してほしいこと

事 女性の活躍推進について

△問11 「女性の職業生活における活躍お推進に関する法律」の認知度 31.9%（37.8%）

△問12 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大の認知度 18.7%

―問13 認定制度の認知状況・取得状況 認知:えるぼし12%、くるみん16.8%

―問14 「一般事業主行動計画」の策定・届出の有無 19.5%

△問15 管理職、係長職および女性管理職、女性係長職の人数 係長以上管理職11.5（37.7%）

―問15-1 女性の管理職が少ない理由 女性従業員が少ない、女性が管理職を希望しない

―問16 今後の人員計画

―問17 パートタイマー等の従業員に対する支援策 パート正規転換45.2%（49.8%）

―問18 女性を活用するメリット

―問19 女性を活用するための取組の実施状況

―問20 女性を活用するうえでの問題点

事 従業員の仕事と生活の両立支援について

◎問６ 出産した従業員数、育児休業取得人数 取得率:女性97.9%,男性17%（89.3%、4.4%）

△問６－１ 最も多かった育児休業取得期間男性:5日未満(37.5%）（5日～2週間未満66.7%）

〇問７ 介護休業を取得した従業者数 取得率:9.9%（8.24%）

―問８ 育児休業者・介護休業者の代替要員の確保

事 ワーク・ライフ・バランスについて（従業員30人以上19.5%、100人以上4.2%）

（ 清瀬市、東久留米市、西東京市（従業員30人以上16.5%、100人以上4.5%））
◎問１ ワーク・ライフ・バランスへの取組の実施状況 57.8%（43%）

―問１－１ 実施している（実施を検討している）取組 長時間労働削減、有給休暇取得促進

―問１－２ 取組を推進するため実施していること

―問１－３ 取組を実施している（実施を検討している）きっかけ トップの方針、法律への対応

―問１－４ 取組によって期待する効果、得られた効果 従業員の意欲向上、健康維持

―問１－５ 取組を実施していない理由 必要性を感じない、人的余裕がない

◎問２ 「正規従業員」一人あたりの年次有給休暇の平均取得日数 6～10日｣38.4%で1番多い

◎問３ 「正規従業員」一人あたりの月平均時間外労働時間 ｢10～20時間未満｣が1番多い

―問４ 各種労働制度の有無 有:80.5%

―問４－１ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として継続して取り入れた制度の有無

◎問４－２ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として継続して取り入れた具体的な制度

テレワーク48.9%(ｎ=135)   

―問４－３ 制度を導入・実施したことによって得られた効果

◆ 仕事について

△問９ この１か月間の就労状況 女性:仕事をしていない34.1％⇒40.4％

◎問９－１ 職場での性別によるちがい ちがいを感じない割合47.4⇒48.6%↑

―問９－２ 非就労理由 (1.2Ｐｔの増)

◎問10 望ましい女性の働き方 女性: 就労継続意向(女性):24.4%⇒36.6%↑

男女共同参画推進審議会 資料５
令和３年２月３日


